
 

 

１ 修正のポイント 

   岩手県地域防災計画の修正（令和 5年 3月）に伴う見直し 

   ○国において、令和 4年 6月に防災基本計画を中央防災会議において修正され、岩手県地域防災計 

画の修正を踏まえ、市地域防災計画の修正を行うもの。 

 

２ 主な修正内容 

 (１) 防災基本計画の修正（令和 4年 6月）に伴う主な修正事項 

  ○ 令和 3年度に発生した災害を踏まえた修正 

 

(ア)  盛土による災害の防止に関する事項 （本編第 2章第 17節 土砂災害予防計画） 

※本編：P53 本編新旧対照表：P13  

    ・ 危険が確認された盛土に対する自治体による速やかな是正指導に係る規定を追記 

                             

 

(イ)  安否不明者の氏名等公表に関する事項 （本編第 3章第 14節 避難・救出計画） 

※本編：P162 本編新旧対照表：P36  

    ・ 平時からの安否不明者の氏名等公表に係る手続等の整理に係る規定を追記 

・ 災害時における氏名等公表による速やかな安否不明者の絞り込みに係る規定を追記 

 

   (ウ) トンガ諸島の火山噴火による潮位変化を踏まえた修正 

（地震・津波災害対策編 第 2章第 5節 避難対策計画） 

※地震・津波編：P11 同編新旧対照表：P7  

    ・ 海外で大規模噴火が発生した場合などの潮位変化に関する情報の周知に係る規定を追記 

 

(２) 国の日本海溝・千島海溝周辺型地震防災対策推進基本計画の修正（令和 4年 9月）に伴うもの 

 ○ 地震・津波編第 5章「日本海溝・千島海溝周辺型地震防災対策推進計画」に下記を追加 

 

 (ア) 関係者との連携協力の確保に関する事項   （地震・津波災害対策編 第 5章第 4節） 

※地震・津波編：P92 同編新旧対照表：P23  

   ・ 被災時の物資等の調達手配及び人員配置における広域的措置 

・ 他機関との事前応援協定の締結その他の手続上の措置 

    ・ 被害想定に基づいた、必要となる物資の備蓄及び調達に関する方法 

 

   (イ) 後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき防災対応に関する事項 

（地震・津波災害対策編 第 5章第 5節） 

※地震・津波編：P93 同編新旧対照表：P29  

    ・ 後発地震への注意を促す情報等の機関内部及び機関相互間での伝達経路及び伝達方法等 

    ・ 災害に関する会議の設置運営方法等 

令和５年度釜石市地域防災計画（案）の概要 



    ・ 後発地震への注意を促す情報等の地域住民等への周知における体制及び方法 

 (３) 市が指定する緊急避難場所の追加  

 

  (ア) 火災・地震災害緊急避難場所   ※資料編 3-14-1（P194）  

「野田中央公園・野田西公園（野田町）」を追加 

 

(イ) 津波緊急避難場所        ※資料編 3-14-3（P197）  

 「水海集会所前避難階段（両石町）」を追加 

 

 


